
令和５年度 主任介護支援専門員研修 実施要綱 

                           

１ 目  的 

介護保険サービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門 

員に対する助言・指導などケアマネジメントが適切かつ円滑に提供されるために必要な業務に関する

知識及び技術を修得するとともに、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくりを実践できる主

任介護支援専門員の養成を図ることを目的とする。 

 

２ 実施主体   

宮崎県の指定を受け、一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会が実施する。 

 

３ 対 象 者   

以下の（１）から（３）の全てに該当する者。   

（１）介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員であること。 

  ※居宅サービス計画書等を提出し、研修実施機関において内容を確認し、利用者の自立支援に資す   

  るケアマネジメントが実践できていると認められる者。 

（２）下記受講区分Ａ～Ｄのいずれかに該当すること。 

（３）『介護支援専門員専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱ』又は、『更新研修（実務経験者）』を修

了又は修了見込みであること。 

 

受 講 区 分 

Ａ 

専任(常勤かつ専従の勤務をいう)の介護支援専門員として従事した期間が通算して５年（６

０ヶ月）以上である者（ただし、管理者との兼務期間は算定可能） 

※常勤かつ専従とは、事業所の営業時間を通して介護支援専門員の業務に携わる者を指す。 

Ｂ 

「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」（平成 14年 4月 24日

老発第 0424003 号厚生労働省老健局長通知）に基づくケアマネジメントリーダー養成研修を

修了した者又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の

介護支援専門員として従事した期間が通算して３年（３６ヶ月）以上である者（ただし、管

理者との兼務期間は算定可能）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
※宮崎県については、実践的ケアマネジメント指導者養成講座（入門・応用コース）として開催 

Ｃ 

介護保険法施行規則第１４０条の６６第１項第１号のイの（３）に規定する主任介護支援専

門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者。 
※主任介護支援専門員に準ずる者とは、「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進につい

て」（平成 14 年 4月 24 日付け老発第 0424003 号厚生労働省老健局長通知）に基づくケアマネジメントリーダ

ー研修を修了する等、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の

介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者 

Ｄ 

介護支援専門員の研修講師をするなど指導的立場にあり、専任・兼任を問わず、介護支援専

門員として従事した期間が通算して５年（６０ヶ月）以上ある者。なお、研修講師とは、宮

崎県が平成１８年度以降に実施した下記の介護支援専門員研修の講師、ファシリテーターを

継続的に担当した者。 

（１）介護支援専門員実務研修 

（２）介護支援専門員実務従事者基礎研修（※H27年度以降廃止）   

（３）介護支援専門員更新研修（実務経験者）・専門研修課程Ⅰ・専門研修課程Ⅱ 

（４）更新研修（実務未経験者）・再研修 

  



４ 日程・定員・内容 

日 程 定員 

９月下旬～１１月初旬までに e-ラーニングにて受講 ５科目（１６時間） 

８０名 
１１月８日（水）、１１月２２日（水）、１２月３日（日）、 

１２月２３日（土）、１２月２４日（日）、１月９日（火）、 

１月２２日（月）、２月６日（火）、２月２９日（木） 

４科目（５４時間） 

  ※研修内容 別紙「プログラム」のとおり 

５ 開催方法と準備物（環境の整備） 

  一部にｅ-ラーニングによる通信学習を導入して実施します。このような方法で実施する理由と

して、国は介護現場の人材確保の観点から、受講者の負担軽減を目的に、受講しやすい環境整備と

して研修のオンライン化を推進しています。令和６年４月施行の介護支援専門員研修の改正と合わ

せ、更なるオンライン化に向けた準備期間として、令和５年度より試験的に実施するものです。 

但し、今後、国の動向等によって、予定を変更する場合がありますが、変更が生じた際は、速や

かに通知いたします。 

 

６ オンライン研修の準備物（環境の整備） 

カメラ・マイク付きのパソコン（タブレットは推奨しない・スマートフォンは不可）、有線ある

いは無線ＬＡＮ、環境音が邪魔にならない静寂な場所（あるいはヘッドセット利用）等の受講環境

を整えてください。 

             

７ 受 講 料  ３６，０００円（テキスト代を除く） 

 

８ 受講申込方法 

下記（（１）～（３））の添付書類を同封の上、郵送（ＦＡＸ不可）にてお申込みください。但し、他

の都道府県登録者で都道府県登録移転の手続きがお済みでない方は、事前に宮崎県長寿介護課 医

療・介護連携推進室（ＴＥＬ０９８５－４４－２６０５）まで問い合わせください。 

（１）受講申込書 

     （２）ケアプラン一式 ※詳細については、別紙「事例提出について」をご確認ください。 

（３）添 付 書 類  

受講区分 添  付  書  類 

Ａ 

①【様式１】５年（６０か月）以上の実務経験証明書  

②専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱの修了証明書の写し又は更新研修（実務経験者）の修了

証明書の写し 

Ｂ 

①【様式１】３年（３６か月）以上の実務経験証明書 

②専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱの修了証明書の写し又は更新研修（実務経験者）の修了

証明書の写し 

③ケアマネジメントリーダー養成研修修了証の写し又は、日本ケアマネジメント学会認定ケア

マネジャー認定証の写し。宮崎県内のリーダー養成研修受講者については、「宮崎県実践的

ケアマネジメント指導者養成講座（入門コース又は応用コース）」の修了証明書の写し 



Ｃ 

①【様式２】地域包括支援センター在籍証明書 

②専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱの修了証明書の写し又は更新研修（実務経験者）の修了

証明書の写し 

③ケアマネジメントリーダー養成研修修了証の写し 

Ｄ 

①【様式１】５年（６０ヶ月）以上の実務経験証明書 

②【様式３】指定研修講師担当実績申出書 

③専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱの修了証明書の写し又は更新研修（実務経験者）の修了

証明書の写し 

※主任介護支援専門員の有効期間が満了した方で、再度、主任介護支援専門員研修を受講される方は、

主任介護支援専門員研修の修了証明書の写しを添付することで、添付書類の提出は必要ありません。 

 

９ 申込締切  令和５年８月１０日（木）必着  

 

10 教  材 ３訂／介護支援専門員研修テキスト 

品名 
日本介護支援専門員協会 

会員価格 

日本介護支援専門員協会 

非会員（定価） 

３訂／主任介護支援専門員研修 ４，１８０円（税込・送料込） ４，４００円（税込・送料別） 

送  料 ０円 ８９０円 

※別紙チラシをご参照の上、日本介護支援専門員協会ホームページから購入してください。 

配送には１０日ほどかかります。お早目にご注文ください。 

 

11 修了評価について 

    e-ラーニングを活用し、研修記録シートと確認テストを実施します。詳細については、決定通知でお

知らせします。 

 

12 受講決定 

（１）決定通知を、令和５年８月２８日（月）までにご自宅に送付します。それを過ぎても決定通知が

届かない場合は至急ご連絡ください。 

（２）先着順にて受付を行います。申込期間内であっても定員になり次第、申込みを締め切りますので

ご了承ください。 

 

13 受講料の振り込みについて 

受講決定通知に振込依頼票を同封いたします。令和５年９月１１日（月）までにお振込みください。

期日までに振り込みが確認できない際は、受講決定を取り消す場合もございます。 

 

14 受講申込みの取り消しについて 

受講申込取消の連絡は、令和５年９月１１日（月）までにご連絡ください。但し、一度お振込みいた

だいた受講料は、いかなる理由でも返金できません。 

 

 



15 受講の無効及び修了取り消しについて 

受講申込みに当たり、虚偽又は不正の事実があった場合や研修受講中の不正行為や迷惑行為が判明し

た場合は、その時点で受講を無効とします。研修が修了している場合には、修了の決定を取り消し、修

了証明書を返還していただきます。 

 

16 研修修了者 

（１）研修修了者とは、研修の全課程をすべて受講したものとし、３０分以上の遅刻・早退・一定時間 

  を超える離席等（インターネットの不具合を含む）は認められません。 

（２）全課程修了後、一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会 会長名の修了証明書を発行します。 

（３）e-ラーニングでの修了評価実施後、３月３１日付けで修了証明書を発行します。 

 

17 個人情報取扱 

受講申し込みで取得した個人情報は、本研修並びに宮崎県介護支援専門員協会の事業運営に関するこ 

と、宮崎県への報告以外には利用いたしません。 

 

18 その他 

（１）自然災害等により、本協会が開催不可能と判断した時は、日程を変更する場合があります。 

（２）研修当日に準備するものについては、受講決定通知にてご案内いたします。 

（３）e-ラーニングの受講方法等については、受講決定通知にてご案内いたします。 

 

19 申込み・連絡先 

  一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会 事務局 担当 小島 

〒８８０－０００１ 宮崎市橘通西５丁目６－５７ 山﨑ビル４階 

  ＴＥＬ０９８５－６１－１８３０ ＦＡＸ０９８５－６１－１８３２ 

  問合せ時間 平日９：００～１７：００ 


